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 生活排水処理基本計画 

 

１．生活排水処理の現状と課題 

１ 水環境の状況等 

本市管内の河川等の水質は，広島県が調査を行っており，河川では，有機物汚濁の指標で

ある生物化学的酸素要求量（BOD）をみると，概ね環境基準を下回っていますが，海域では，

一部，化学的酸素要求量(COD)が，環境基準を上回る地点が見られます。 

このため，河川域の水質の維持，海域の水質の改善のため，生活排水の適切な処理の推進

が必要です。 
 

◆図表４-１ 河川等の水質状況 

 

資料：広島県ホームページ「公共用水域の水質調査結果」 

※環境基準とは 

健康を保護し及び生活環境を保全す

るうえで維持することが望ましい基準 
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２ 生活排水処理の流れ 

本市管内で排出される生活排水のうち，台所排水などの生活雑排水は，公共下水道，漁業

集落排水処理施設，農業集落排水処理施設，合併処理浄化槽により処理しています。 

公共下水道処理施設で発生する汚泥は，脱水等の処理を行い堆肥化しています。 

また，し尿及び浄化槽汚泥と農業集落排水処理施設汚泥は，大竹市し尿前処理施設に搬入

し，除さ処理，希釈処理を行ったうえで公共下水道処理施設へ投入しています。 

 

◆図表４-２ 生活排水処理の流れ 
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３ 生活排水処理形態別人口 

本市の平成２８年度における生活排水処理形態別人口は，公共下水道が 25,950 人

（94.0％），合併処理浄化槽が（集落排水処理施設を除く。）584 人（2.1％），漁業集落

排水処理施設が 286 人（1.0％），農業集落排水処理施設が 326 人（1.2％）で，生活排

水処理率は 98.3％です。 

一方で，生活雑排水を処理していない生活排水未処理人口は 470 人（1.7％）となってい

ます。 
 

◆図表４-３ 平成２８年度生活排水処理形態別人口割合 

 

※公共下水道人口は，処理人口（公共下水道区域内人口）26,057 人のうち，実際に，接続

している人口を示しています。 

 

※合併処理浄化槽 

・浄化槽法において，「浄化槽」は，いわゆる合併処理浄化槽のことを示しますが，本計画

においては，「合併処理浄化槽」とトイレ汚水のみを処理する「単独処理浄化槽」（みな

し浄化槽）を使い分けるものとしています。 

・環境省所管の補助事業，あるいは交付金事業で整備されたものは，補助事業による小型合

併処理浄化槽として整理するものとしています。 

・集落排水処理施設の終末処理場は，浄化槽法に規定される浄化槽ですが，ここでは，漁業

集落排水処理施設，農業集落排水処理施設としています。 

 

※生活排水処理 

・生活排水とは，台所や風呂の排水などの生活雑排水と汲み取りし尿，浄化槽汚泥を含めた

もので，これらは公共下水道，集落排水処理施設，合併処理浄化槽で処理します。これら

の人口の合計が総人口に占める割合を，「生活排水処理率」とします。 
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４ し尿・浄化槽汚泥排出量 

本市管内から排出されるし尿，浄化槽汚泥の量は，概ね横ばい傾向にあり，平成 28 年度

においてし尿が 450 キロリットル程度，浄化槽汚泥が 2,500 キロリットル程度，合計で

3,000 キロリットル程度となっています。 

内訳は浄化槽汚泥の量が多く，平成２８年度の浄化槽汚泥の割合は 84.8％となっています。 

 

◆図表４-４ し尿・浄化汚泥排出量 

 

 

５ し尿・浄化槽汚泥の収集・運搬 

本市管内で排出されるし尿及び浄化槽汚泥は，本市の許可業者によって収集・運搬されて

います。 

収集・運搬の手数料は，従量制により徴収しています。 
 

◆図表４-５ 生活排水処理の流れ 

項  目 し  尿 浄化槽汚泥 

区  分 収集・運搬 収集・運搬，清掃 

形  態 委託業者１社 許可業者 8 社 

手 数 料 従 量 制 
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６ し尿・浄化槽汚泥の中間処理 

本市のし尿処理施設は，平成１６年度末で廿日市市（旧佐伯町）のし尿処理に係る事務委

託が終了し，併せて，年間のし尿処理量が大幅に減少したことから，平成１７年度に経費の

節減を図る目的で，処理方式を二次処理方式から希釈放流方式に変更しました。 

なお，処理施設の能力は１日当たり 12 キロリットルで，旧し尿処理施設を活用して整備

しており，未使用施設も含め前処理施設で活用している水槽等の老朽化が目立つことから，

旧施設の解体，前処理施設の更新について検討する必要があります。 

 

◆図表４-６ 施設の概要 

項  目 概     要 

施 設 名 称 大竹市し尿前処理施設 

所 在 地 大竹市東栄三丁目 4 番地 

処 理 対 象 し尿・浄化槽汚泥 

供 用 開 始 昭和 41 年 11 月（平成 17 年度改造） 

処 理 方 式 希釈放流方式 

処 理 能 力 12 キロリットル/日 

放 流 先 大竹下水処理場 

 
◆図表４-７ 前処理施設の処理工程 
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７ 処理経費 

本市のし尿及び浄化槽汚泥処理に係る処理及び維持管理費（建設改良費，その他を除く。）

は，年間４千 6 百万円程度であり，市民１人当たり 3 万 3 千円程度で，し尿及び浄化槽汚泥

1 キロリットル当たりでは 1 万 6 千円程度となっています。 

 

◆図表４-８ し尿及び浄化槽汚泥処理経費 

 

※市民１人当たり処理費の算定に用いる人口は，し尿処理施設で処理を行っている計画収集

人口，浄化槽人口（漁業集落排水施設人口を除く。）の合計値としています。 
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８ 課題 

本市における生活排水処理の現状や関連するその他の事項について整理した結果，今後の

生活排水処理における課題は次のとおりです。 
 

 

生活排水処理率の維持・向上 

・ 本市における生活排水を処理していない，し尿収集人口，単独処理浄化槽人口は，合

計で 470 人（1.7％）であり，わずかに残るのみとなっています。 

・ 引き続き，生活排水の適切な処理を推進していく必要があります。 

 

生活排水対策の啓発 

・ 本市の水環境の保全に対して，生活排水に係る処理対策が果たす役割及びその効果等

について広く市民・事業者に啓発する必要があります。 

・ 併せて，台所などの発生源における汚濁負荷に係る削減対策についても，公共下水道

処理施設や浄化槽の機能が発揮できるよう，啓発を行っていく必要があります。 

 

し尿処理施設の更新 

・ 本市のし尿処理施設は，供用開始から５１年が経過し，また，処理方式の変更から１２

年が経過しています。 

・ 本市のし尿処理施設は，旧処理施設の水槽類を活用しており，躯体等の老朽化のため

地震等による損壊等が懸念されることから，施設の安定稼働のための施設整備につい

て検討する必要があります。 
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２．生活排水処理の目標 

１ 生活排水処理に関する基本方針 

本市では，これまで取り組んできた生活排水処理対策の実績により，生活排水処理率は

98.3%と，高い水準を達成しています。 

ついては，今後も引き続き生活排水を適正に処理することを，市民，事業者に対して啓発

していくものとします。 

なお，生活排水処理に関する基本方針については，水質の改善を図ることにとどまらず，

『清らかな水環境の復活』をめざすものとします。 

 

 

２ 処理主体 

本市における生活排水の処理主体は，次のとおりとします。また，計画処理区域は本市全

域とします。 

 

◆図表４-9 生活排水の処理主体 

処理施設の種類 対象となる生活排水の種類 処理主体 

公共下水道 し尿及び生活雑排水 市 

集落排水処理施設 し尿及び生活雑排水 市 

合併処理浄化槽 し尿及び生活雑排水 個人及び市等 

単独処理浄化槽 し尿 個人等 

し尿処理施設 し尿及び浄化槽汚泥 市 

 

 

３ 処理の目標 

本市の平成２８年度の生活排水処理率は 98.3％と，全国平均の 89.9％（環境省が公表し

ている平成２７年度汚水処理人口普及率）と比較しても高い水準となっています。 

しかしながら，し尿収集世帯や単独浄化槽設置世帯から未処理で排出される生活雑排水に

対して，引き続き生活排水処理を推進し，最終的には生活排水処理率 100％をめざすものと

します。 

なお，本計画の数値目標年度である平成３４年度，計画目標年度である平成３９年度の生

活排水処理率については，それぞれ 98.7％，99.0％を目標とします。 
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◆図表４-10 生活排水処理の目標 

区  分 
現 在 

(平成 28 年度) 
数値目標年度 

(平成 34 年度) 
計画目標年度 

(平成 39 年度) 

生活排水処理率 98.3％ 98.7％ 99.0％ 

行政区域内人口 
（計画処理区域内人口） 27,616 人 26,456 人 25,490 人 

水洗化・生活雑排水処理人口 
（生活排水処理人口） 27,146 人 26,111 人 25,236 人 

 

 

◆図表４-11 生活排水処理の将来見込み 
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４ 生活排水処理区域 

生活排水処理区域は，図表 4-12 のとおりです。集合処理施設である公共下水道，集落排

水施設以外の区域は，合併処理浄化槽を普及する区域とします。 

 

◆図表４-12 生活排水処理区域 

 

※図中の漁業集落排水処理区域及び農業集落排水処理区域は，各施設に接続している住居の

位置を大まかに囲ったもので，公共下水道のように認可を受けた区域ではありません。 
 

大竹市

阿多田島

大竹下水処理場

公共下水道事業区域

農業集落排水処理区域

漁業集落排水処理区域

合併処理浄化槽
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３．生活排水の処理計画 

１ 生活排水処理施設の整備 

（１）公共下水道 

公共下水道の整備は，第１４次変更認可計画に基づき工事を行っています。平成２８年度

の下水道人口普及率は 94.4%です。今後も引き続き，下水道接続人口の増加を促進します。 

 

◆図表４-13 公共下水道の概要 

事 業 名 第 14 次変更認可計画 

事 業 認 可 面 積 720.1ha 

整 備 済 面 積 703.9ha（進捗率 97.8％） 

処 理 人 口 26,057 人（ 平 成 2 9 年 3 月 3 1 日 現 在 ） 

計 画 処 理 水 量 13,805ｍ3／日 

資料：大竹市ホームページ「下水道事業のあらまし」 

 

（２）漁業集落排水処理施設 

漁業集落排水処理施設は，平成８年度から供用を開始しています。今後も引き続き，接続

人口の増加を図るものとします。 

 

◆図表４-14 漁業集落排水処理施設の概要 

施 設 名 阿多田浄化センター（漁業集落排水処理施設） 

事 業 年 度 平成 4 年度～平成７年度 

処 理 区 域 面 積  10.5ha（阿多田島 8.3ha，猪子島 2.2ha） 

処 理 人 口 286 人（ 平 成 2 9 年 3 月 3 1 日 現 在 ） 

計 画 処 理 能 力  日平均：128ｍ3 

施 設 概 要 

所在地：大竹市阿多田2番18 

処理方法：接触ばっ気方式 

汚泥処理：脱水ケーキをトラックで搬出し，堆肥化 

 

（３）農業集落排水処理施設 

農業集落排水処理施設は，平成１０年度から供用を開始しています。今後も引き続き，接

続人口の増加を図るものとします。 

 

◆図表４-15 農業集落排水処理施設の概要 

施 設 名 栗谷浄化センター（農業集落排水処理施設） 

事 業 年 度 平成 4 年度～平成 10 年度 

処 理 区 域 面 積  13.7ha 

処 理 人 口 326 人（ 平 成 2 9 年 3 月 3 1 日 現 在 ） 

計 画 処 理 能 力  日平均：192ｍ3 

施 設 概 要 

所在地：大竹市栗谷町大栗林字曽根288番地 

処理方法：連続流入ばっ気方式 

汚泥処理：バキューム車により濃縮汚泥を搬出し，市のし尿処理施

設で処分 
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（４）合併処理浄化槽 

公共下水道や集落排水処理区域以外でも生活排水の適切な処理を進めるため，生活雑排水

の未処理世帯（単独処理浄化槽設置世帯，し尿収集世帯）に対し，合併処理浄化槽への転換

を図るべく，「大竹市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱」に基づき，合併処

理浄化槽設置者（一部の地区）への補助を行います。 

 

 

２ 生活雑排水の適正処理 

台所や風呂の排水などの生活雑排水は，公共下水道，集落排水処理施設，合併処理浄化槽

の整備により適正処理を推進します。具体的な施策は，以下のとおりです。 

（１）家庭での取組の促進 

地域の河川や海域などの公共

用水域の水環境を保全するため，

環境にやさしい生活に取り組む

ための情報について，広報やチラ

シ，ホームページ等により広く啓

発します。 

また，公民館活動等において，

環境学習が行われる場合には，担

当職員の派遣等により家庭等に

おける取組を推進していくもの

とします。 

（２）水洗化の普及・啓発 

公共下水道や集落排水処理施

設の整備地区では，未接続の家庭

等に対して早期の接続を，その他

の地区では，合併処理浄化槽の設

置や単独処理浄化槽からの転換

を，広報やホームページ等により

啓発し，水洗化の普及を推進しま

す。 

 

◆水にやさしい生活を送りましょう 

 
資料：環境省「生活排水読本」 

 

 

３ 浄化槽の適正管理 

合併処理浄化槽は，その機能を発揮させるためには保守・点検，清掃等が不可欠です。こ

のため，浄化槽設置者に対し，保守・点検，清掃等の必要性について説明等を行い，浄化槽

の適正な管理を推進するものとします。  

シャンプー、リンスは
適量を守りましょう。

髪の毛などは排水口に目の細
かいネットを張ってキャッチ。

お風呂の残り
湯は洗濯に、
温水なので汚
れ落ちがよくな
ります（衛生
上、すすぎは
水道水で）。

洗剤は計量スプー
ンでしっかり計って。
多く入れても汚れ落
ちがよくなる訳では
ありません。

くず取りネットを取
り付けて、細かいご
みをキャッチ。

トイレは使用後にちょこちょこっ
と掃除しましょう。そうすれば、洗
剤を使ってゴシゴシ掃除する回
数はグーンと少なくてすみます。

台所ではこんなこと

お風呂ではこんなこと 洗濯ではこんなこと

トイレではこんなこと

水切り袋と三角コーナーを
利用して、野菜の切りくずな
どの細かいごみをキャッチ。

残った油は継ぎ足して使ったり、炒
め物に使うなど、できるだけ捨てな
い努力を、やむをえず捨てる際は
新聞紙などに吸わせてから。

米のとぎ汁は植木の水やり
に、養分を含んでいるの
で、よい肥料になります。

食器を洗う前に、油
汚れなどはふき取
ります。

食事や飲み物は必要な分
だけを作り、飲み物は飲み
きれる分だけを注ぐ。

食器を洗う時は洗い桶を使
用し、洗剤は適量を水で薄
めて使います。
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>>>浄化槽は法で決められた検査・点検等を行いましょう<<< 

① 浄化槽管理の流れ 

 

② 保守・点検 

 浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されています。
保守点検は，県の登録を受けた保守点検業者に委託し
てください。 

 浄化槽の各装置が正しく働いているかを点検し，水質
検査により汚泥の状態を確認します。 

 汚泥の引抜きや清掃時期の判定，消毒剤の補充，モー
ターの点検を行います。 

③ 清   掃  

 浄化槽の清掃は，市の許可を受けた浄化槽清掃業者に
委託してください。 

 浄化槽に，処理によって生じた汚泥がたまりすぎると
処理が不十分になったり，悪臭の原因になります。 

 汚泥などを引き抜き，付属装置を洗浄したり，掃除す
ることが必要です。 

④ 法定検査 

 法定検査は，県の指定する検査機関が実施します。 

 浄化槽の維持管理が適正に行われ，浄化槽の機能がきちんと確保されている
かを確認するのが「法定検査」です。 

 「保守点検」，「清掃」とは別に，法定検
査を年に１回必ず受けなければなりませ
ん。その他には，使用開始後３ヶ月～5 ヶ
月以内に設置後の水質検査を実施します。 

⑤ 記録の保存 
 保守点検及び清掃の記録は，３年間保管す

る義務があります。 
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４．し尿・汚泥の処理計画 

１ し尿及び浄化槽汚泥の排出量等の見込み 

し尿処理施設において処理するし尿及び浄化槽汚泥の処理対象人口は，平成39年度には，

合わせて 1,047 人になるものと見込まれます。 

総人口の減少に伴い，いずれの処理形態別人口も減少するものと見込まれます。 

 

◆図表４-16 処理対象人口の見込み                  （単位：人） 

処理施設の種類 
現 在 

（平成 28 年度） 
数値目標年度 

（平成 34 年度） 
計画目標年度 

（平成 39 年度） 

計画収集人口 332 244 179 

浄化槽人口 1,048 939 868 

 農業集落排水処理施設人口 326 311 308 

 合併処理浄化槽人口 584 527 485 

 単独処理浄化槽人口 138 101 75 

合   計 1,380 1,183 1,047 

※漁業集落排水処理施設から搬出される脱水汚泥は，し尿処理施設での処理対象外です。 

 

◆図表４-17 し尿及び浄化槽汚泥量の見込み           （単位：キロリットル） 

処理施設の種類 
現 在 

（平成 28 年度） 
数値目標年度 

（平成 34 年度） 
計画目標年度 

（平成 39 年度） 

し   尿 451 383 292 

浄化槽汚泥 2,511 2,318 2,175 

合   計 2,962 2,701 2,467 

 

２ 排出抑制・再資源化計画 

（１）市民への啓発 

浄化槽は，清掃時に定期的に汚泥を引き抜くことが必要です。その量については，浄化槽

の形式により異なるため，浄化槽の形式に応じた清掃方法等について，広報やホームページ

等への掲載により，浄化槽設置者に情報提供を行っていくものとします。 

（２）清掃事業者への指導 

浄化槽の清掃（汚泥の引き抜き）に関し，法に基づく適正な処理について，清掃業者への

指導を行い，不要な浄化槽汚泥の排出を抑制します。 

（３）汚泥等の有効利用 

本市のし尿処理施設は，下水道投入方式であるため，汚泥の有効利用は公共下水道によっ

て行うものとします。 

その際，し尿処理施設の適切な維持管理に努め，公共下水道への投入量を安定化すること

で，有効利用を図ります。 
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３ 収集・運搬計画 

（１）安定したし尿・浄化槽汚泥の収集 

本市では，し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬は，許可業者が行っています。今後も引き続

き許可業者による収集・運搬を行うものとします。 

ただし，し尿や浄化槽汚泥は，年々減少することが見込まれるため，将来を見据えた収集・

運搬計画について検討を進める必要があります。 

また，浄化槽の清掃やし尿の汲み取りが滞ると，市内の公衆衛生が維持できなくなるため，

安定したし尿・浄化槽汚泥の収集体制を維持していくものとします。 

（２）下水道供用区域での収集 

公共下水道が整備されている区域において，一部，接続されていない世帯があります。 

こうした世帯に対しては，し尿や浄化槽汚泥について，引き続き収集・運搬を行うものと

します。 

 

 

４ 中間処理 

本市のし尿及び浄化槽汚泥の中間処理は，し尿前処理施設で行っています。将来的に処理

量が減少することが見込まれるため，現在の施設において継続して処理を行うものとします。 

ただし，現在の施設が，旧し尿処理施設の水槽等を活用しており，施設の老朽化が進むな

か，設備の更新等，必要な対策を講じていくものとします。 

 

 

５ 最終処分計画 

し尿処理施設から発生する最終処分物は，沈砂汚泥として，委託処分しており，現行の体

制を継続していくものとします。 

 

 

６ 災害廃棄物対策 

災害時に避難場所等で発生するし尿等は，衛生上，迅速な収集対応が必要であり，そのた

めの適切な処理体制を構築する必要があります。 

本市では，「大竹市災害廃棄物処理計画」及び「大竹市地域防災計画」を策定しており，

これらの計画に沿った，迅速かつ適切な処理・処分を行っていくものとします。 

また，必要に応じ，県，(公社)全国都市清掃会議及び関係団体等を通じて，近隣市町，関係

業者へも応援を要請するなど，関係機関との連携を図っていくものとします。 


